
特定配当等・特定株式譲渡所得金額申出書 記載例 

  

記載例 1 

確定申告をした上場株式等に

係る配当所得について市民

税・県民税は全て申告しない

場合 

記載例 2 

確定申告をした上場株式等に

係る配当所得・譲渡所得につ

いて市民税・県民税は一部課

税方式を変更する場合 



申告書転記方法【表-記載例 2 の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

  〇 対象となる上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等については、所得税 15.315％（復興特別所得税分含む）と住民税 5％

の合計 20.315％の税率であらかじめ源泉徴収（特別徴収）されているものとなります（所得税 20.42％を源泉徴収されて

いるものは対象ではありません） 

 

  〇 源泉口座における上場株式等の譲渡による所得とその源泉口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得等のい 

   ずれかのみを申告することができます。ただし、源泉徴収口座における上場株式等を譲渡したことにより譲渡損失の金額 

   を申告する場合には、その源泉口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得も併せて申告しなければなりません。 

 

  〇 申出書の住民税の源泉徴収税額の記載誤りなどがあり、上場株式等の所得と判断がつかない場合は、市民税課職員よりお

電話等でお尋ねをする場合があります。 

申告書 表 

申告書 裏 

 

注意事項 

お問い合わせ先 

市民税課 ☎096-328-2181 


